
 

 

 
相談支援、または直接支援の業務の 

実務経験が３～８年ある 

はい 

はい 

はい 

上記実務経験が 

基礎研修受講日時点で既にある 

基礎研修修了後のOJTについて、 

個別支援計画作成の一連の業務で行う 

個別支援計画作成の一連の業務を 

行うことについて、指定権者に届出 

を行っている（又は予定） 

基礎研修修了後のOJTについて、 

６月以上で可能 

はい 

いいえ 

実務経験が１～６年あれば基礎研修受講可 

（ただしOJT期間は２年以上必要） 

OJT期間は２年以上必要 

（内容は相談支援又は直接支援の業務で可） 

OJTの内容が相談支援又は直接支援 

の業務の場合、期間は２年以上必要 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

実務実施についての届出がない場合、 

OJT期間は２年以上必要 


